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犯罪被害財産支給手続開始決定公告  

令和８年１月 30 日                        岡山地方検察庁検察官    

下 記 の と お り 、 犯 罪 被 害 財 産 等 に よ る 被 害 回 復 給 付 金 の 支 給 に 関 す る 法 律 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に

より犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。  

記  

１  犯罪被害財産支給手続番号  岡山地方検察庁  令和８年第１号  

２  犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日  令和８年１月 30 日  

３  支給対象犯罪行為の範囲  

(1)  支給対象犯罪行為が行われた期間  令和２年 12 月頃から令和４年１月頃までの間  

 (2) 支給対象犯罪行為の内容  

   ショートメールを利用してフィッシングメールを送信した上、同メールを閲読して電話をかけ

て き た 被 害 者 に 対 し 、 DMM、 NTT 等 の 社 員 を 名 の り 、 有 料 動 画 サ イ ト の 未 払 料 金 等 が あ り こ れ を

支払わないと裁判になる、コンピュータウイルスに感染したことで有料サイトに登録されて未払

料金が発生している、この登録を解除するためには一度未払料金を支払う必要があるなどとうそ

を言い、指定した口座に現金を振り込ませる、指定した宛先に宅配便で現金を送付させる又は電

子マネーの ID、 PIN 番号等を教示させる方法により、現金等をだまし取った行為  

４  対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項（い

ずれも検察官が既に把握しているもの）  

 (1) 犯行に使用された電話番号  

  「 0358433009」 「 0359048168」 「 0358433889」 「 0358433397」 「 0359048673」 「 0335185901」
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「 0362752284」「 0362752583」「 0335185433」  

 (2) 犯人から送信されたショートメールの内容  

  「ご 利 用 料 金 の お 支払 い 確 認 が 取 れ てお り ま せ ん 。 本 日中 に お 客 様 セ ン ター （ 前 記 ４ (1)の 電話

番号）迄ご連絡下さい。」「お客様サポートセンターです。携帯電話のご利用料金の支払い確認

が で き て お り ま せ ん 。 本 日 中 に （ 前記 ４ (1)の 電 話 番 号 ） 迄 ご 連 絡 下 さい 。 」 「 お 客 様 サポ ー ト

セ ン タ ー で す 。 携 帯 電 話 の 未 納 料 金に つ い て の ご 確 認が ご ざ い ま す 。 本日 中 に （ 前 記 ４ (1)の 電

話番号）迄ご連絡下さい。」「サポートセンターです。確認事項がございます。本日中に（前記

４ (1)の電話番号）迄ご連絡下さい。」  

 (3) 犯行に使用された偽名等  

   「 DMM カスタマーセンターのシライシ」「 DMM の作業員のシミズ」「 DMM の作業員」「弁護士

の小野  高央」「 DMM の従業員」「 DMM サポートセンターのカワサキ」「 NTT サポートの職員」

「 保 険 協 会 の 職 員 」 「 日 本 ネ ッ ト ワ ー ク 協 会 の 職 員 」 「 NTT お 客 様 サ ポ ー ト セ ン タ ー の 職 員 」

「日本個人データ保護協会の職員」「サイバーセキュリティー協会の職員」「 NTT コールセンタ

ーの職員」  

 (4) 犯人から電話で告げられた主な内容  

   「有料動画サイトの未払料金が発生しており、これを支払わないと裁判になる（又は法的手続

き に 移 行 す る ） 。 」 「 他 の ３ 社 に も 未 払 料 金 が 発 生 し て お り 、 こ れ を 支 払 わ な い と 裁 判 に な

る。」「携帯電話がコンピュータウイルスに感染したことにより有料動画サイトに会員登録され

未払料金が発生しており、その登録を解除するために一度未払料金を支払う必要がある。」「携

帯電話からコンピュータウイルスが拡散したことで多額の金銭的損失が生じており、その損失を
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補填する必要がある（又は補填するための保険料を支払う必要がある）。」  

 (5) 犯行に使用された振込口座  

   「ＧＭＯあおぞらネット銀行サフラン支店、ビツトバンク（カ）コキヤクグチ名義」「ゆうち

ょ銀行、井藤  幸弘名義」「ＧＭＯあおぞらネット銀行かぜ支店、ビツトバンク（カ）コキヤク

グチ名義」「住信 SBI ネット銀行バナナ支店、ヨコヤマ  カズノリ名義」「三井住友銀行桶川支

店、サトウ  ケイタ名義」  

 (6) 犯行に使用された宅配便の送付先  

   「東京都足立区新田一丁目 3 番 4 号イソノハイツ 305 松原  文夫」「東京都葛飾区四つ木四

丁目 13 番 16 号 K-FLAT202 号  山村  健吾」「東京都板橋区上板橋二丁目 9 番 7 号グリーン

コーポラス 301 号  梅田  広海」  

５  開始決定の時における給付資金の額  金 983 万 3,400 円  

６  支給申請期間  令和８年１月 30 日から令和８年３月 30 日までの間  

７  犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項  

(1) 裁 判 所 名 広島高等裁判所岡山支部  

(2) 裁判年月日  令和６年９月４日  

(3) 確定年月日  令和６年 10 月 18 日  

(4) 被告人の氏名又は名称  菅原  広行  

(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名  

  （事実の要旨）  

   被告人は、有料動画サイトの未払料金等請求の名目で現金等をだまし取ろうと考え、氏名不詳
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者らと共謀の上、令和２年 12 月 15 日から令和４年１月 31 日までの間、被害者９名に対し、有

料 動 画 サ イト の 未 払 料 金 等 があ る よ う に 装 い 、前 記 ４ (2)の 内 容 の シ ョ ー ト メ ール を 送 信 し た 上、

メールを閲読した被害者に対し、電話で前記４ (3)の偽名を名乗って前記４ (4)のうそを言い、そ

の旨誤信した前記被害者９名から、 24 回にわたり、現金合計 1,559 万 6,400 円をだまし取ると

ともに、合計 225 万円相当の不法な財産上の利益を得たもの。  

  （罪   名）詐欺  

８  この公告に関する問い合わせ先（申請書の提出窓口）  

  〒 700－ 0807 岡山市北区南方一丁目８番１号  岡山地方検察庁捜査支援室  

電話番号  086－ 224－ 5651（内線 3362）  

○  前記３の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌

日から起算して 30 日以内に、岡山地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます

（提出先は前記８のとおり）。  

○  当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ま せ ん が 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 裁 決 を 経 ず し て 当 該 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起

することができます。  

(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して３月を経過しても裁決がないとき。  

(2) 支 給 対 象犯 罪 行 為 の範 囲 を 定 め る 処 分、 処 分 の 執 行 又 は手 続 の 続 行 に よ り生 ず る 著 し い 損害

を避けるため緊急の必要があるとき。  

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

○  当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から 30 日以内（送
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達 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し ま す 。 ） に 、 国 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 国 を 代 表 す る 者 は 法

務大臣となります。）、岡山地方裁判所に提起しなければなりません。  


